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市長部局各部、教育委員会各部 

１ 要 旨 

令和５年４月１日付の組織改正に向け、職員定数を見直すものである。 

 

（１）改正理由 
学校統合・再編や学校施設の更新が本格化することを踏まえ、令和５年４月１日付の組織改

正により職員体制を整備するため、教育委員会の施設担当（教育施設担当課長及び教育総務課
施設係）と市長部局の建築課の兼任を解き、教育総務課施設係に専任職員を配置するとともに、
新たに学校施設更新等担当課長や新校開設担当課長を設置することから、職員定数を改める。 
 

（２）改正内容 

別表中、以下の改正を行う。 

① 市長の事務部門の職員定数「３９０人」を「３８５人」に改める。 

② 教育委員会の職員定数「７５人」を「８０人」に改める。 

 

（３）施行日 

令和５年４月１日 

 

（４）影響及び効果 

令和５年４月１日付の組織改正後の職員体制に沿った職員定数となる。 

２ 経 過（現時点に至るまでの経過） 

文書課審査済み。 

 ３ 留意事項（問題点等） 

４ 主管部処理案（検討結果等） 

令和５年第１回東大和市議会定例会に議案として提出したい。 

 ５ 審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


